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論 説

「環境 の世紀 」 における環境 行 政 の展 開

吉 田 誠 宏*

1.は じ め に

21世 紀は環境の世紀と言われているが,そ のよう

な世紀での環境行政とは一体どのようなものであろ

うか?

ところで,人 は100年 間という長い期間を見通す

ことはできない.例 えば,環 境など行政の諸計画は

概ね10年先に目標を置いているが,そ の到達状況は

どうであろうか.ま た,!970年 から科学技術庁が5

年おきに実施している技術の実現予測でも,予 測さ

れた技術の実現率は60%台 が現実である.

しかしながら,今 や環境を意識しないで人類が活

動できる状況にはないことから,環 境の世紀 と言わ

れる時代に入ったことは否定できず,そ のような時

代に相応した環境行政とはどのようなものかについ

て,検 討する意味はあろうと考える.

そこで,環 境全般への人類の関わり方を模索した

いという思いから,将 来の環境行政がどのように展

開されるかを試みに想定する.

2.環 境行政の捉え方

環境行政は,環 境問題への行政的な対応としてそ

の存在があると考えるため,ま ず初めに,環 境問題

についての捉え方を明らかにする.

環境問題 とは,人 為的に生じさせた環境中での状

況変化が起因して生じる問題のうち,人 類が問題で

あると認識させられた問題という大前提がある.言

い換えれば,人 類 という動物が与えられた環境に順

応する程度の繁殖ではなく,「知」と 「技」を持っ

た活動によって,環 境の自然代謝能力等を越える負

荷を発生するようになったことが,ま ず第一段の問

題であり,さ らには,「権」と 「財」という欲を追

求する特殊な動物に変化したことで,負 荷発生量の

増大を加速するとともに,加 速させていることすら

自らの認識から遠ざけて,結 果として,人 類自身が

認識せざるを得ない事態になっていることが問題で

あり,こ のことが環境問題を複雑にしていると考え

る.

そこで,環 境問題には対策が必要になり,ま た,

環境行政はこの環境対策を役目として存在すること

になっている.

ここで重要なことは,環 境問題を生じさせている

人類の 「知」と 「技」 と 「権」 と 「財」が環境対策

に含まれていない限り,次 世代での人類の持続可能

な活動において,環 境問題が発生し続けるであろう

という,20世 紀人の貴重な経験則を生かすことであ

る.し たがって,本 論での環境行政は,人 類の 「知」

と 「技」と 「権」と 「財」を対象とした対策を担う

ものとする.

次に,環 境行政については,国 や地方自治体,あ

るいは諸外国等において,行 政体制や行政手法の効

率的 ・効果的なあり方の検討,さ らにはそれらの段

階的実施が,社 会 ・経済 ・政治のダイナミクスの中

で進められている.ま た,行 政体制や行政手法につ

いては,公 害対策で有効であった直接的な問題解決

であるエンドオブパイプ方式から,あ らゆる主体が

関与する環境問題に対応するため,環 境白書等に示

されているように問題の根本に遡った対策を担う方

向に進んでいる.

このように行政展開のスタイルが変化 してきたこ

とを受けて,本 論では,個 々の体制や手法のあり方

ではなく,環 境行政が総体として 「環境の世紀」で

展開されるであろうスタイルを捉えることとする.

3.行 政展開のスタイル

環境行政の展開スタイルについて,研 究開発の展
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表1モ デル別の展開スタイル

開理 論 で用 い られて いるモ デル を当 て はめ る と,現

在 の行 政展 開 のス タイル は,表1に 示 す よう に リニ

アモ デル での行 政展 開に加 えて,ク ラ イ ンモデ ル1)

が導 入 されつ つあ る と考 える.

しか しなが ら,環 境行 政 は,社 会 ・経 済 ・政 治の

ダイナ ミクス と連 動す る こ とか ら,こ れ らの モ デル

をさ らに拡張 す る必要が あ り,ニ ュー ロ コン ピュ ー

テ ィ ング手法 の考 え方 を用 いた ニ ュー ロモデ ル に よ

る展 開 ス タイルが必 要 になる と考 えてい る.

表1の3つ の モデ ル につ い て,「 風 が 吹 け ば桶屋

が儲 か る」 の例 えを用 い て展 開 ス タイ ル を示 す と,

リニ アモデ ルでの 環境対 策 は,桶 屋 その もの が儲 か

る よ うに直 接 的 な補助 や 規 制 をす る こ とで あ ろ う

し,ク ラ イ ンモ デルで の環境対 策 は,ネ ズ ミを繁殖

させ る程 度 まで を考 慮 した フ ィー ドバ ック構造 を備

え て桶 屋 を儲 け させ る対 策で あ り,環 境 教 育 や経 済

的誘導 手法 な どの展 開を行 うで あろ う.

一 方
,ニ ュー ロモデ ル によっ て,風 を吹 か す とか

三味線 を作 る とか の段階 にまで対 策 を広 げる と,当

然 の ことなが らリニ アモ デル とク ライ ンモデ ル の対

策 は,ニ ュ ー ロモ デル の下流側 にあ るた め見 直 しが

必 要 に なる.し た が って,現 時点 での展 開ス タイル

か らす れ ば,三 味線 まで も環境対 策 だ とは思 われ ず,

も しも環境 行 政部 門が この よ うな場 面 にまで手 を出

せ ば,「 何 を して い るの か」 とい う批判 の的 に なる

であ ろ う.

4.ニ ュ ー ロ モ デ ル の 概 念

ニ ュー ロモ デル での環境 対策 は,風 を吹 かせ る こ

とも環境行政が仕掛けることで

ある.す なわち,ニ ューロのシ

ナプスには何があるかは不問で

あり,相 互関連の全ての結節点

がシナプスの1つ ずつを形成

し,そ れらの相互作用での結果

として,環 境負荷が総体として

適切に軽減されていくように仕

向ける対策である.

例えで示した 「風が吹けば桶

屋が儲かる」という中には,産

業連関と生態系と社会情勢が入

り混 じって含まれているが,こ

のように異なる系であっても,

総体として対策の一翼を担うよ

う仕向けることが,こ のモデルの展開スタイルであ

る.し たがって,固 定的に絶対視した目標で負荷軽

減に取り組むのではなく,取 組の展開の結果として

負荷軽減であるよう,最 適な展開を設定することを

目的とした展開スタイルがニューロモデルである.

このように,行 政の展開という視点がリニアモデ

ルやクラインモデルと大きく異なることになるが,

一般に,環 境行政の展開では,PDCAサ イクルが実

施されていることから,こ のサイクルについても各

モデルの違いを表2で 例示する.

表2の ように,リ ニアモデルとクラインモデルの

PDCAサ イクルでは,対策のイメージや対策の目標,

施策の範囲等も描 きやすいが,ニ ューロモデルでは,

そのシナプスをどの範囲にまで広げるかについても

際限がなく,現 在の行政感覚では施策に馴染まない

として不適切なモデルと言えよう.

しかしながら,強 いてシナプスの範囲の限界を示

すならば,環 境行政部門での思考様式と同程度の範

囲までは可能であ り,範 囲の拡大は今後の情報共有

化の進展とも一致するもので,行 政側が意図的に範

囲を決めるものではなく,情 報共有化に係る社会的

合意形成の姿が,行 政側にその範囲の拡大を決めさ

せていくことになろう.

そこで,当 面は,環 境対策についての行政施策体

系の見なおし,あ るいはLCAやPRTRな どによる

発生源の体系的把握,環 境NPO等 によるISO14000

等の各種取組の比較発表,行 政評価等を含めた社

会 ・経済 ・政治のダイナミックな変化,ク ラインモ

デルによるフィー ドバック効果の価値転換などを通
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表2モ デル別のPDCAサ イクル

じて,サ イバースペースという情報ネット上でのシ

ナプスも含め,環 境行政は新たなシナプスの存在に

馴致 していくことになろう.

ただし,ニ ューロモデルでの環境対策には最終的

な解がない(し たがって目標を置かない)こ とに留

意すべきである.例 えば,経 済との関係では,次 期

経済成長率や株価の動向など経済そのものに予測不

可能性があり,こ れらと連動する環境改善に最終的

な解を求めることはできない.

5.ニ ュー ロモ デルの胎動

環境の世紀と同時に,環 境省が産声を上げたとこ

ろでもあり,現 在は,行 政展開のスタイルをニュー

ロモデルへ転換する方向の模索が続いていると考え

る.も ちろん,リ ニアモデルやクラインモデルも,

いずれはニューロモデルのシナプスの中に組み込ま

れることになろうが,こ れらの取組は継続して実施

し続ける必要がある.

ところで,3つ のモデルは,い ずれもその展開す

る行政手法や思考様式が異なるため,少 なくとも行

政体制については個別に独立 した存在でなければな

らない.こ れは,環 境に関する学問が,い わゆる環

境学として統一的には存在しにくいことと同様であ

り,統一的にすることに議論や検討が重ねられても,

環境負荷の軽減を図るという結果を導 くものではな

い.

そのため,リ ニアモデルの行政展開(主 として公

害対策)が クラインモデルの行政展開(主 として環

境対策)を 批判するとか,ク ラインモデルがニュー

ロモデルに組み込まれると存在価値がなくなるとか

の議論は,統 一的な体制を指向することで生じてし

まうものであることから,そ れぞれの思考様式が異

なる行政展開を確保するため,そ れぞれが独立 した

体制で成 り立てば良しとする.す なわち,ニ ューロ

モデルにはリニアモデルのような実施手段は少な

く,ニ ューロモデルによる展開スタイルは企画立案

的な機能,い わゆる環境ポリシーによる環境対策で

あ り,こ のモ デル は,人 類 の 「知」

と 「技 」 と 「権」 と 「財」 を視 野

に収 め た情 報参 謀 と も言 え よう.

ところで,ニ ュー ロモデ ルの環

境 行 政 は人 材 育成 と類似 してお

り,ど ち ら も結果論 で ある.す な

わ ち,そ の展 開 の最 適化 が重 要で

あって結果は後からついてくるという考え方であ

り,人 材育成には達成しなければならない目標があ

るようでない.あ るのは達成の方向とそれへの最適

な方途である.

人材育成(知 識の習得を除 く)に おいては,「人

材を育成する」のではなく 「人材が育つ」という視

点での条件整備が必須であると考える.言 い換えれ

ば,「機会均等 ・結果不平等」での機会の開発が

ニューロモデルに類似すると考えているが,振 り

返って,今 までの機会均等(シ ナプス)が 現在の人

材や環境の状況を育んできたとすると,適 切な機会

(シナプス)が 今までの過程(展 開中)に 存在して

いたのであろうか.

いろいろな議論もあろうが,物 と機能と情報が過

剰に氾濫している成熟化社会においては,自 己の存

在を自身が確認できるインセンティブ,す なわち人

生目標や生き甲斐という情熱を傾ける機会がかえっ

て乏しくなる状況を創り出していると思われる.例

えば公務員のボランティアについて,阪 神大震災で

の情熱が幾つものボランティアに係るシナプスを創

生しているのに,ま た,今 年はボランティア国際年

であるにもかかわらず,震 災を契機に97年1月 に人

事院勧告を受けて国や自治体が制定した 「公務員の

ボランティア休暇制度」(年 間5日 まで有給休暇)

は急激に利用者が減少し,公 務員の1万 人に1人 と

いう利用実態にまで落ちている.

行政人材にインセンティブという情熱を与えるシ

ナプスとは何か.問 題の先送りシステムや責任の分

散システムが,成 熟化した(慣 例を重視することで

安定を志向しやすい)組 織や社会にしっかりと根付

き,こ れが逆のインセンティブをも与えているので

はないだろうか.今 流行の 「しなやかな行政」とは,

その意味で非常に意義深い言葉であり,情 報共有化

による 「機会均等 ・結果不平等」の進展が,ニ ュー

ロモデルの胎動と理解したい.
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6.行 政パラダイムシフ トの型

都市型公害である自動車公害やゴミ問題について

は,あ らゆる主体が関与 した問題であることが公害

対策(リ ニアモデル)の 時代から問われていたが,

地球環境問題がクローズアップされたことが一因と

なって,環 境税のような新たな環境行政の展開スタ

イルが容認されるようになり,リ ニアモデルからク

ラインモデルへの行政パラダイムシフトが起きたと

考える.
一方

,固 定発生源に対する展開スタイルは基本的

にリニアモデルであるが,最 近は自主的な管理の促

進という行政手法も用いられるようになっている.

そのため,こ れをクラインモデルに移行した展開ス

タイルに変化させる必要があり,自 主的な管理 とい

う市場メカニズムを通 じた企業意識との二人三脚で

あることを意識し,例 えばメンテナンス行政(自 主

の効果を確保する支援 ・評価 ・動機付け)の ような

視点でのフィー ドバック機能を付加した行政手法な

ど,思 考様式の転換を行っていくことになる.

このように,行 政のパラダイムシフトは,必 ずし

も行政自身によって行われるものでもないため,

ニューロモデルを環境に係る行政展開のスタイルと

することについて,こ の行政パラダイムシフトがど

のように進むかのパターンを以下に掲げる.

(1)行政内部として生じる施策展開拡張型

環境基本計画でも示される各種の行政手法の開発

やその実施,あ るいは地方分権や行政評価等の行

政自体に係る制度の変化などによって,行 政自身

の思考様式がより拡張 した施策展開を可能とする

であろう.こ のことが,パ ラダイムシフトをもた

らすパターンである.

(2)知見発掘による学術的理論構築型

地球温暖化での気候変動に関する政府間パネル

(IPCC)の 活躍や環境ホルモンへの対応のように,

科学的知見がリスクコミュニケーションとして作

用するとか,過 去(歴 史)の 事例分析や諸外国と

の比較(体 制や発展レベル,環 境に対する国民性

等の区分による)な どから,政 策科学的なアプ

ローチが生じてくるであろう.こ のことが,パ ラ

ダイムシフトをもたらすパターンである.

(3)社会問題化という世論喚起後追い型

最終的な解がないとした環境問題については,特

に,地 球規模での問題が今後も深刻化をバネにし

て,国 際的環境ガバナンスを補強せざるを得ない

事態になるであろう.こ のことが,パ ラダイムシ

フトをもたらすパターンである.

(4)1青報共有化による外部ニューロ発達型

環境行政部門はさておき,環 境に係る情報はあら

ゆるところから発信され,し かも政策立案過程も

含めた情報加工がなされることで,サ イバース

ペース上での思考様式を取 り入れた社会合意の形

成構造を発達させるであろう.こ のことが,パ ラ

ダイムシフトをもたらすパターンである.

以上のパターンが相互に連動 し,環 境行政のパラ

ダイムシフトが進むものと考え,ま た,こ のことが

ニューロモデルの行政展開を受け入れるようになる

と考える.

7.ま と め

環境の世紀における環境行政の展開がどのようで

あるかの想定を試みたが,検 討の視点は,行 政がど

うすべ きかではなく,ど うなるかである.た だし,

行政自身もシンクグローバリーであると同時に,ア

クトローカリーでなければならない.

すなわち,グ ローバルなシンクの1つ としてニュー

ロモデルめようなシンクもあるが,ア クトでの具体

的な行政展開にあっては,情 報の共有化により「権」

と 「財」に関する価値変化が生じるとして,こ の変

化を含む 「知」と 「技」と 「権」と 「財」に対する

環境行政部門の調査 ・解析能力の確立など,展 開ス

タイルに応じた適切なPDCAサ イクルについては,

これを着実に実践 していかなければならない.

また,こ の実践を通じて行政人材が育つとともに,

この行政人材が今後の行政展開そのものを左右する

という相互作用がある.そ して,こ の相互作用が,

戦略的アセスメントを拡大 した思考様式,あ るいは

社会全体を一つのサイトと捉えたEMSの 思考様式

を取り入れることで,こ れがニューロモデルのよう

な展開スタイルを構築するであろうと考える.
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